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情報連携の対象となる独自利用事務の事例（平成 27年 8月 6日公表） 

に追加するもの 

 
１ 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって主務省令で定

めるもの（番号法別表第二の九の項）に準ずる独自利用事務 

   次の(1)及び(2)の条件を満たすものである。 
(1) 法定事務の根拠法律と趣旨・目的が一致すると認められる場合 
ア 独自利用事務の対象者が、おおむね児童福祉法第四条第一項に定める「児童」に該

当する者又はその保護者であって、独自利用事務の根拠規範において具体的に定め

られている場合 
イ 独自利用事務の目的が、児童等の健やかな育成である場合（独自利用事務の根拠規

範において「育成」、「福祉の増進（向上）」、「保健の向上」、「健康の保持（増進、向

上）」又はこれらに類する語により規定されている場合） 
(2) 法定事務の内容と類似すると認められる場合 

独自利用事務の内容が、地方公共団体から金銭及び物品を支給するものである場合

（経済的利益の移転） 
   

事例：ア 子どもの医療費助成に関する事務 
イ 小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事務 
ウ 上記ア又はイに類する事務 

※この事例は、上記(1)及び(2)の条件を満たすものである。以下各項において同じ。 
 

２ 生活保護法による保護の決定及び実施又は徴収金の徴収に関する事務であって主務省 

令で定めるもの（番号法別表第二の二十六の項）に準ずる独自利用事務 

   次の(1)及び(2)の条件を満たすものである。 

(1) 法定事務の根拠法律と趣旨・目的が一致すると認められる場合 
ア 独自利用事務の対象者が、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置につい

て（昭和 29 年 5 月 8 日社発第 382 号厚生省社会局長通知）」（以下この項において

「通知」という。）に基づき行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱

いによって実施されている外国人の保護に関する事務の対象者である外国人である

場合 
イ 独自利用事務の目的が、通知に基づき行政措置として日本国民に対する生活保護

に準じた取扱いによって実施されている外国人の保護である場合 
(2) 法定事務の内容と類似すると認められる場合 

独自利用事務の内容が、通知に基づき行政措置として日本国民に対する生活保護に

準じた取扱いによって実施されている外国人の保護に関する事務である場合 
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事例：通知に基づき、行政措置として日本国民に対する生活保護に準じた取扱いによっ

て実施されている外国人の保護に関する事務 

 

３ 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省令で定めるもの（番号

法別表第二の三十一の項）に準ずる独自利用事務 

   次の(1)及び(2)の条件を満たすものである。 
 (1) 法定事務の根拠法律と趣旨・目的が一致すると認められる場合 

ア 独自利用事務の対象者が、おおむね公営住宅法第一条に定める「住宅に困窮する低

額所得者」に該当する者であって、独自利用事務の根拠規範において具体的に定めら

れている場合 
イ 独自利用事務の目的が、住宅に困窮する低額所得者に対する低廉な家賃での賃貸

又は転貸である場合（独自利用事務の根拠規範において「住宅に困窮する低額所得

者に対する低廉な家賃での賃貸又は転貸」、「生活の安定」、「福祉の増進」又はこれ

らに類する語により規定されている場合） 
(2) 法定事務の内容と類似すると認められる場合 

独自利用事務の内容が、地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務である

場合 

 
事例：地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務（法定事務に係るものを除く。） 
  

４ 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のため必要な経

費の支弁に関する事務であって主務省令で定めるもの（番号法別表第二の三十七の項）

に準ずる独自利用事務 

   次の(1)及び(2)の条件を満たすものである。 

(1) 法定事務の根拠法律と趣旨・目的が一致すると認められる場合 
ア 独自利用事務の対象者が、特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条第一項

に定める学校又は小学校若しくは中学校（中等教育学校の前期課程を含む。）に就学

する者の保護者等であって、独自利用事務の根拠規範において具体的に定められて

いる場合 
イ 独自利用事務の目的が、対象の学校に就学する者の教育の機会均等である場合（独

自利用事務の根拠規範において「教育の機会均等」又はこれに類する語により規定

されている場合） 
(2) 法定事務の内容と類似すると認められる場合 

独自利用事務の内容が、特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務（負担金に係る

事務）以外の事務であって、地方公共団体においてこれと同様に個人番号を利用する事
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務（補助金に係る事務）である場合 

 
事例：特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務（負担金に係る事務）以外の事務で

あって、地方公共団体においてこれと同様に個人番号を利用する事務（補助金に

係る事務） 
 
５ 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるも

の（番号法別表第二の五十七の項）に準ずる独自利用事務 

   次の(1)及び(2)の条件を満たすものである。 

(1) 法定事務の根拠法律と趣旨・目的が一致すると認められる場合 
ア 独自利用事務の対象者が、おおむね児童扶養手当法第一条に定める「父又は母と

生計を同じくしていない児童」に該当する者又はその保護者であって、独自利用事

務の根拠規範において具体的に定められている場合 
イ 独自利用事務の目的が、児童等の健やかな成長である場合（独自利用事務の根拠規

範において「成長」、「福祉の増進（向上）」、「保健の向上」、「健康の保持（増進、向

上）」又はこれらに類する語により規定されている場合） 
(2) 法定事務の内容と類似すると認められる場合 

独自利用事務の内容が、地方公共団体から金銭及び物品を支給するものである場合

（経済的利益の移転） 

 

事例：ア ひとり親等の医療費助成に関する事務 

イ 児童の育成に係る手当、遺児に係る手当等の支給に関する事務 

ウ 上記ア又はイに類する事務 

 

６ 母子及び父子並びに寡婦福祉法による給付金の支給に関する事務であって主務省令で

定めるもの（番号法別表第二の六十五の項）に準ずる独自利用事務 

   次の(1)及び(2)の条件を満たすものである。 

(1) 法定事務の根拠法律と趣旨・目的が一致すると認められる場合 
ア 独自利用事務の対象者が、おおむね母子及び父子並びに寡婦福祉法第一条に定め

る「母子家庭等及び寡婦」であって、独自利用事務の根拠規範において具体的に定め

られている場合 
イ 独自利用事務の目的が、対象者の福祉の増進である場合（独自利用事務の根拠規範

において「福祉の増進（向上）」、「保健の向上」、「健康の保持（増進、向上）」又は

これらに類する語により規定されている場合） 
(2) 法定事務の内容と類似すると認められる場合 

独自利用事務の内容が、地方公共団体から金銭及び物品を支給するものである場合
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（経済的利益の移転） 

 
事例：ア ひとり親等の医療費助成に関する事務 

イ ひとり親家庭等を対象とした給付金等の支給に関する事務 

ウ 上記ア又はイに類する事務 

 
７ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手

当又は昭和六十年法第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務で

あって主務省令で定めるもの（番号法別表第二の六十七の項）に準ずる独自利用事務 

   次の(1)及び(2)の条件を満たすものである。 

(1) 法定事務の根拠法律と趣旨・目的が一致すると認められる場合 
ア 独自利用事務の対象者が、おおむね特別児童扶養手当等の支給に関する法律第一

条に定める「精神又は身体に重度の障害を有する児童」、その保護者又は精神若しく

は身体に障害を有する者であって、独自利用事務の根拠規範において具体的に定め

られている場合 
イ 独自利用事務の目的が、対象者の福祉の増進を図ることである場合（独自利用事

務の根拠規範において「福祉の増進（向上）」、「保健の向上」、「健康の保持（増進、

向上）」又はこれらに類する語により規定されている場合） 
(2) 法定事務の内容と類似すると認められる場合 

独自利用事務の内容が、地方公共団体から金銭及び物品を支給するものである場合

（経済的利益の移転） 

 

事例：ア 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 

イ 障害児の育成に係る手当等の支給に関する事務 

ウ 心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務 

エ 障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務 

オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害

者総合支援法」という。）に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務（日常

生活用具給付、移動支援等に関する事務等） 

カ 心身障害者扶養共済制度の掛金減免に関する事務 【旧事例に追加したもの】 

キ 上記アからカまでのいずれかに類する事務 

※ 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業については、主務省令が定まる

までの当面の措置として情報連携を実施するものである。 

 

８ 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって主務省令で定め

るもの（番号法別表第二の七十四の項）に準ずる独自利用事務 



 

5 
 

   次の(1)及び(2)の条件を満たすものである。  

(1) 法定事務の根拠法律と趣旨・目的が一致すると認められる場合 
ア 独自利用事務の対象者が、おおむね児童手当法第一条に定める「児童」又は「児童

を養育している者」に該当する者であって、独自利用事務の根拠規範において具体的

に定められている場合 
イ 独自利用事務の目的が、児童等の健やかな成長である場合（独自利用事務の根拠規

範において「成長」、「福祉の増進（向上）」、「保健の向上」、「健康の保持（増進、向

上）」又はこれらに類する語により規定されている場合） 
(2) 法定事務の内容と類似すると認められる場合 

独自利用事務の内容が、地方公共団体から金銭及び物品を支給するものである場合

（経済的利益の移転） 

 

事例：子どもの医療費助成に関する事務又はこれに類する事務 

 

９ 介護保険法による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する事

務あって主務省令で定めるもの（番号法別表第二の九十四の項）に準ずる独自利用事務 

   次の(1)及び(2)の条件を満たすものである。 

(1) 法定事務の根拠法律と趣旨・目的が一致すると認められる場合 
ア 独自利用事務の対象者が、おおむね六十五歳以上の者又はおおむね介護保険法第

二条第一項に定める「要介護状態又は要支援状態の者」に該当する者であって、独自

利用事務の根拠規範において具体的に定められている場合（なお、介護者に介護用品

等を支給する場合であって、当該事務の効果が要介護者に明らかに及ぶ場合を含む。） 
イ 独自利用事務の目的が、対象者の保健医療の向上又は福祉の増進を図ることであ

る場合（独自利用事務の根拠規範において「保健の向上」、「福祉の増進（向上）」、「健

康の保持（増進、向上）」又はこれらに類する語により規定されている場合） 
(2) 法定事務の内容と類似すると認められる場合 

独自利用事務の内容が、地方公共団体から金銭及び物品を支給するものである場合

（経済的利益の移転） 

 

事例：ア 高齢者の医療費助成に関する事務 

イ 介護サービス等利用者負担軽減に関する事務 

ウ 介護サービス等の給付に関する事務（介護用品支給に関する事務、日常生活

用具の給付に関する事務、住宅改造等費用助成に関する事務、移動支援に関す

る事務等（介護保険法に基づく市町村特別給付及び地域支援事業を含む。）） 

エ 上記アからウまでのいずれかに類する事務 

※ 介護保険法に基づく市町村特別給付及び地域支援事業については、主務省令
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が定まるまでの当面の措置として情報連携を実施するものである。 

 

10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の

支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの（番号法

別表第二の百八の項）に準ずる独自利用事務 

   次の(1)及び(2)の条件を満たすものである。 

 (1) 法定事務の根拠法律と趣旨・目的が一致すると認められる場合 
ア 独自利用事務の対象者が、おおむね障害者総合支援法第一条に定める「障害者」又

は「障害児」若しくはその保護者であって、独自利用事務の根拠規範において具体的

に定められている場合 
イ 独自利用事務の目的が、対象者の福祉の増進を図ることである場合（独自利用事

務の根拠規範において「福祉の増進（向上）」、「保健の向上」、「健康の保持（増進、

向上）」又はこれらに類する語により規定されている場合） 
(2) 法定事務の内容と類似すると認められる場合 

独自利用事務の内容が、地方公共団体から金銭及び物品を支給するものである場合

（経済的利益の移転） 

 

事例：ア 重度心身障害者等の医療費助成に関する事務 

イ 障害児の育成に係る手当等の支給に関する事務 

ウ 心身障害者の福祉に係る手当等の支給に関する事務 

エ 障害福祉に係るサービス等の利用者負担の助成に関する事務 

オ 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務（日常生活

用具給付、移動支援等に関する事務等） 

カ 心身障害者扶養共済制度の掛金減免に関する事務 【旧事例に追加したもの】 

キ 上記アからカまでのいずれかに類する事務 

※ 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業については、主務省令が定まる

までの当面の措置として情報連携を実施するものである。 

 

11 高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務であ

って主務省令で定めるもの（番号法別表第二の百十三の項）に準ずる独自利用事務 

   次の(1)及び(2)の条件を満たすものである。 

(1) 法定事務の根拠法律と趣旨・目的が一致すると認められる場合 
ア 独自利用事務の対象者が、おおむね高等学校等就学支援金の支給に関する法律第

一条に定める「高等学校等の生徒等」若しくは学校教育法第一条に定める「幼稚園、

小学校、中学校」に通う幼児、児童若しくは生徒又はその保護者であって、独自利用

事務の根拠規範において具体的に定められている場合 
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イ 独自利用事務の目的が、対象者の教育の機会均等である場合（独自利用事務の根拠

規範において「教育の機会均等」又はこれに類する語により規定されている場合） 
(2) 法定事務の内容と類似すると認められる場合 

独自利用事務の内容が、地方公共団体から金銭及び物品を支給するものである場合

（経済的利益の移転） 

 

事例：ア 高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せてその他の給付等を実施し

ている事務 

イ 私立高等学校等への奨学給付金の支給に関する事務 

ウ 就学援助に関する事務（小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。） 

エ 幼稚園就園奨励費の支給に関する事務 

オ 上記アからエまでのいずれかに類する事務 

 


